
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）（抜粋） 

（協議会の設置） 

第８９条の３ 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を

図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、

医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係

機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。 

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等

への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図る

とともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 

 

 



   松山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例（平

成１８年条例第１３号）（抜粋） 

（協議会） 

第４条 法第８９条の３第１項の規定に基づき，本市に協議会を置く。 

２ 協議会の委員の定数は，２０人以内とする。 

 

 



   松山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平

成１８年規則第５７号）（抜粋） 

（協議会の名称） 

第６条の２ 松山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条

例第４条に規定する協議会の名称は，松山市障がい者総合支援協議会(以下「協議会」

という。)とする。 

（組織） 

第６条の３ 協議会に会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき，又は欠けたときは，会長があらかじめ指名する委員が，その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条の４ 協議会の会議は，会長が招集し，会議の議長となる。 

２ 協議会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。 

（庶務） 

第６条の５ 協議会の庶務は，障がい福祉課において処理する。 

（委任） 

第６条の６ この規則に定めるもののほか，協議会に関し必要な事項は，市長が別に定め

る。 



松山市障がい者総合支援協議会設置要領 

（目的及び設置） 

第１条 この要領は，松山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行細則（平成１８年松山市規則第５７号）に定めるもののほか，関係機関，関係

団体及び障害者等の福祉，医療，教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の

関係者（以下「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることにより，地域の実情

に応じた体制の整備について協議を行い，地域における障害者等への支援体制の整備

を図ることを目的として設置する松山市障がい者総合支援協議会（以下「協議会」と

いう。）の設置に関し必要な事項を定める。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域の関係機関によるネットワークの構築 

(2) 関係機関等の業務において課題となった事項への対応策 

(3) 地域の障害者等の支援体制に係る課題整理と社会資源の開発及び改善 

(4) 個別事例への支援のあり方と調整 

(5) 基幹相談支援センター，委託相談支援事業所，指定特定相談支援事業所又は指定

障害児相談支援事業者の運営評価及び体制整備 

(6) 権利擁護に関すること。 

(7) 障害福祉計画の策定内容及び変更内容 

(8) 前各号に定めるもののほか，市長が前条の目的を達成するために必要と認める事

項 

（組織） 

第３条 協議会の委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 保健又は医療の関係者 

(2) 教育又は雇用関係機関の代表者 

(3) 障がい者関係団体の代表者 

(4) 学識経験者 

(5) 関係行政機関の職員 

(6) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める者 

（任期） 



第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（意見等の聴取） 

第５条 協議会は，協議に必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，

意見又は説明を聴くことができる。 

（連絡調整会） 

第６条 協議会の所掌事項について，個別具体的な事項を検討し，又は問題に対処すると

ともに，協議会への付議等について必要な協議又は調整を行うため，協議会に連絡調

整会を設置することができる。 

２ 連絡調整会は，前項の協議，調整等の結果を会長に報告するものとする。 

３ 連絡調整会の構成及び運営に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

（守秘義務） 

第７条 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

（委託） 

第８条 市長は，協議会に関する事務の一部を，事務の適正な執行をすることができると

認める者に委託することができる。 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

この要領は，平成２４年４月１日から施行する。 



松山市障がい者総合支援協議会連絡調整会規程 

（目的） 

第１条 松山市障がい者総合支援協議会設置要領（平成２４年。以下「要領」という。）

第６条に基づき，松山市障がい者総合支援協議会（以下「協議会」という。）の所掌

事項について，個別具体的な事項を検討し，又は問題に対処するとともに，協議会へ

の付議等について必要な協議又は調整を行うため松山市障がい者総合支援協議会連絡

調整会（以下「連絡調整会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 連絡調整会は次に掲げる部会の部会長で構成するものとする。 

(1) 相談支援部会 

(2) こども支援部会 

(3) 就労支援部会 

２ 前項に規定する部会については，必要に応じ構成の見直しを行うことができるものと

する。 

３ 連絡調整会及び部会の出席者は，協議会の委員の所属する機関の実務担当者，各委託

相談支援事業所の職員，関係各課職員その他第１条の目的を達成するために必要な者

で構成するものとする。 

（役員） 

第３条 連絡調整会に会長１人及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は第５条に規定する部会長の中から互選によって定める。 

３ 会長及び副会長はオブザーバーとして協議会に出席する。 

４ 会長は，連絡調整会及び各部会での協議内容等を協議会に報告する。 

（所掌事項） 

第４条 連絡調整会は，次に掲げる事項を処理する。 

(1) 協議会の所掌事項に関し，個別具体的な事項を検討し又は問題に対処すること。 

(2) 協議会の所掌事項に関し，必要な調査及び研究を行うこと。 

(3) その他設置目的達成に必要な事項に関すること。 

２ 前項の事項のほか，各部会は次に掲げる事項を処理する。 

(1) 相談支援部会 

ア 地域の相談支援体制の強化に向けての協議 



イ 福祉施設の入所，精神科病院の入院等から地域移行する際の課題の抽出及び解決

に向けての協議 

ウ 障がい者の権利擁護（虐待及び差別の防止を含む。）のための課題の抽出及び解

決に向けての協議 

エ 地域生活支援拠点等の課題の抽出及び解決に向けての協議 

オ 災害及び危機事象への対策に関する協議 

(2) こども支援部会 児童のサービスの調整，課題の抽出及び解決に向けての協議 

(3) 就労支援部会 

ア 障がい者の就労（就労移行支援事業の利用促進及び工賃アップを含む。）に向け

た課題の抽出及び解決に向けての協議 

イ 障がい者の就労定着を図るための協議 

ウ 障がい者の就労に関する関係機関との連携強化を図るための協議 

３ 部会長は，協議会への付議等について必要な協議又は調整を行う。 

（部会長等） 

第５条 部会に部会長を置き，出席者の互選によってこれを定める。 

２ 部会長は，部会の事務を総理する。 

３ 部会長に事故あるときは，あらかじめ部会長が指名する出席者（以下｢副部会長｣とい

う。）がその職務を代理する。 

４ 部会は，部会長が招集し，議長となる。 

５ 部会長は，必要があると認めるときは，会議に部会員以外の者の出席を求め，説明を

求めること又は意見を聴くことができる。 

（小部会） 

第６条 各部会から抽出された課題やその解決に向けての協議を行うため，より専門的な

構成員での再協議が必要であると，連絡調整会で承認された場合には，各部会長は必要

に応じて小部会を設置することができる。 

（公開基準） 

第７条 松山市情報公開条例（平成１２年条例第６１号）第７条各号に規定する情報に該

当すると認められる事項について協議を行う場合は，非公開とする。 

（守秘義務） 

第８条 出席者は，協議上知り得た秘密を漏らしてはならない。その責務を退いた後も同



様とする。 

（庶務） 

第９条 連絡調整会の庶務は，社会福祉法人松山市社会福祉協議会が処理する。 

（委任） 

第１０条 この規程に定めるもののほか，連絡調整会の運営に関して必要な事項は，会長

が協議会に諮って定める。 

付 則 

この要領は，平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は，令和２年１１月２６日から施行する。 


